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 熊本県技能労務職員の給与に関する規則及び熊本県技能労務職員の特殊勤務手当に関す
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年６月２１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
熊本県規則第４３号 
   熊本県技能労務職員の給与に関する規則及び熊本県技能労務職員の特殊勤務手当に

関する規則の一部を改正する規則 
 （熊本県技能労務職員の給与に関する規則の一部改正） 
第１条 熊本県技能労務職員の給与に関する規則（昭和３２年熊本県規則第３８号）の一

部を次のように改正する。 
附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 
附則第２項に見出しとして「（給料の切替及びその切替に伴う措置）」を付する。 
附則に次の１項を加える。 

 （給料の調整等の特例） 
３ 平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、職員から一般職

員への職種の転換を行うため一般職給与条例第７条に規定する給料の調整額が支給さ
れる職務に従事する職員に係る第５条第２項及び第３項の規定の適用については、こ
れらの規定中「別表第３」とあるのは、「熊本県職員等の給料月額の調整額に関する
規則（昭和３２年熊本県人事委員会規則第１０号）別表第１」とする。 

（熊本県技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正） 
第２条 熊本県技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和３７年熊本県規則第４４

号）の一部を次のように改正する。 
  附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、職員から一般職
員への職種の転換を行うため熊本県一般職の職員等の給与に関する条例第１１条の規
定により特殊勤務手当が支給される勤務に従事する職員に係る特殊勤務手当の種類及
び基準については、この規則の規定にかかわらず、一般職員の例による。 

   附 則 
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の熊本県技能労務職員の給与に関する規則及
び熊本県技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成２２年４月１日から適
用する。 
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